
大阪信用保証協会は、信用保証業務を通じて、府内中小企業者の金融の円滑化、事業活動の創造・維持・発展をサ

ポートすることにより、大阪の産業振興と経済発展に努めてまいります。令和3年度～令和5年度までの3ヵ年におきま

しては、ウィズコロナ、ポストコロナへ対応するため変革に挑戦し商機を探る中小企業者に対して、金融機関をはじ

め関係機関と連携・役割分担を図りながら、安定的な資金調達支援、経営改善支援を実施するため、以下に掲げる事

項を積極的に取組んでまいります。

令和3年度～令和5年度 第 6次中期事業計画

•適正保証の推進と安定的かつきめ細やかな資金供給・資金繰り支援1

•経営支援・経営改善支援・再生支援等の推進と地方創生への貢献2

• 持続可能な社会の実現、地方創生、地域活力の創造・再生を下支えする公的機関として、SDGsを意図した取組みを推進する
ほか、中小企業者へのSDGsの普及に努めます。

• 地域社会における主要なステークホルダーとしての立ち位置を常に意識し、金融機関や関係機関と連携し、経営支援、経営
改善支援、再生支援等に積極的かつ柔軟な対応に努めます。

• 創業や事業承継に関するイベントの開催に加え、他の関係機関との連携を図りながら創業支援、事業承継支援の推進に努め
ます。

• 中小企業再生支援協議会等支援機関との連携を強化するとともに、抜本的再生手法や経営者保証ガイドライン等を活用した
債務免除の適正かつ円滑な運用に努めます。

• 金融機関とのリスク分担に努め、適正保証の取組みに関する認識を共有します。また、提携保証を中心に責任共有制度を推
進し、ウィズコロナ・ポストコロナにおいて、中小企業者に対する迅速な資金調達を支援します。

• 中小企業者のライフステージにおいて必要となる資金に対してきめ細やかに対応し、安定的な資金供給を支援します。

• 大規模な経済危機、災害等が発生した際には、中小企業者のセーフティネットとしての役割を発揮し、迅速・柔軟な対応に
努め、資金供給の下支えを行います。

•コンピュータシステムの安定運用、機能強化と保証業務の電子化3

• 保証協会コンピュータサービス㈱と連携し、ORBITシステムの安全かつ安定的な運用を確保します。

• 中小企業者および金融機関の利便性向上の観点から、全国信用保証協会連合会が主体となって取り纏めている保証業務の電
子化については、関係機関と連携を強化し、早期実現に向けて注力します。


